
 

 

参考資料６－(2) 

 

○徳島市体育施設条例 

昭和６３年３月２５日 

条例第１９号 

（設置） 

第１条 市民の体位の向上，健康の保持増進及びレクリエーションのための施設として，本市に体

育施設（徳島市都市公園条例（昭和３２年徳島市条例第１０号）に規定する有料公園施設として

の体育館，陸上競技場，市民運動広場，庭球場及び田宮公園プールを含む。）を設置する。 

２ 体育施設の名称及び位置は，別表第１に定めるとおりとする。 

（指定管理者による管理） 

第２条 体育施設の管理は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により，法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せる。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕，一部改正〔令和３年条例９号〕） 

（指定管理者が行う業務） 

第３条 指定管理者は，次に掲げる業務を行う。 

(1) 体育施設の利用承諾に関する業務 

(2) 第１１条の許可に関する業務 

(3) 体育施設の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕，一部改正〔令和３年条例９号〕） 

（供用） 

第４条 体育施設は，体育・スポーツ及びレクリエーションの用に供するものとする。ただし，指

定管理者が，市長が別に定める基準に従い，適当と認めるときは，各種の行事，催し物及び集会

の用に供することができる。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕，一部改正〔令和３年条例９号〕） 

（供用日及び供用時間） 

第５条 体育施設の供用日及び供用時間は，次のとおりとする。 

体育施設の名称等 供用日 供用時間 

徳島市立体育館 １月１日から１月３日ま

で及び１２月２９日から

１２月３１日までを除く

午前９時から午後１０時まで 

徳島市立スポーツセン

ター 



 

 

徳島市B＆G海洋センタ

ー 

毎日 

徳島市立体操センター 午前９時から午後９時まで 

徳島市陸上競技場 午前９時から午後５時まで 

市民運動広場 日の出から日没まで（１回の利用につき３時

間を限度とする。）。ただし，島田運動広場

においてナイター設備を利用する場合は，日

没から３時間以内（午後１０時を限度とす

る。）まで利用できるものとする。 

市民庭球場 昼間利用 日の出から日没までとする。 

夜間利用 日没時より３時間以内とし，

午後９時までを限度とする。 

徳島市田宮公園プール ７月１０日から８月３１

日までの毎日 

午前１０時から午後５時まで 

徳島市B＆G海洋センタ

ープール 

６月１５日から９月１５

日までの毎日 

徳島市B＆G海洋センタ

ー舟艇施設 

５月１日から１０月３１

日までの毎日 

市民夜間運動場 １月１日から１月３日ま

で及び１２月２９日から

１２月３１日までを除く

毎日 

日没より３時間以内とし，午後１０時までを

限度とする。 

徳島市球技場 午前９時から午後５時まで 

徳島市ライフル射撃場 

２ 指定管理者は，特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，市長の承認を得

て，これを変更することができる。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕，一部改正〔平成２５年条例３６号・令和３年９

号〕） 

（利用の承諾） 

第６条 体育施設を利用しようとする者は，あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならな

い。 

２ 指定管理者は，前項の承諾に体育施設の管理上必要と認められる条件を付すことができる。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（利用の承諾の制限） 

第７条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，利用を承諾しない。 



 

 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(2) 体育施設の施設又はその付属設備（以下「施設等」という。）を損傷するおそれがあると

認められるとき。 

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる

とき。 

(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（利用料金） 

第８条 第６条第１項の承諾を受けた者（以下「利用者」という。）は，指定管理者に体育施設の

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は，別表第２から別表第１２までに定める額の範囲内において，指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定める。 

３ 利用料金は，第６条第１項の承諾の際に納入しなければならない。ただし，指定管理者が特に

必要があると認める場合は，この限りでない。 

４ 利用料金は，指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（利用料金の不還付の原則） 

第９条 既に納入した利用料金は，返還しない。ただし，指定管理者が特別の事由があると認める

場合は，その全部又は一部を返還することができる。 

（全部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（利用料金の減免） 

第１０条 指定管理者は，市長が別に定める基準に従い，利用料金を減額し，又は免除することが

できる。 

（追加〔平成１７年条例２２号〕） 

（特別の設備等の許可） 

第１１条 利用者は，体育施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは，あらかじめ指定管理

者の許可を受けなければならない。 

（一部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（入場の拒否等） 

第１２条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，体育施設への入場を拒否

し，又は体育施設からの退場を命ずることができる。 

(1) 騒音を発し，又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者 

(2) 感染性の疾病があると認められる者 



 

 

(3) 他人に危害を及ぼし，若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携

行する者 

(4) その他体育施設の管理上支障があると認められる者 

２ 体育館及びプールの収容能力が限度に達したと認めるときは，指定管理者は，入場を制限する

ものとする。 

（一部改正〔平成１１年条例１８号・１７年２２号〕） 

（利用状況の査察） 

第１３条 指定管理者は，体育施設の管理上必要があると認めるときは，その利用状況を随時査察

することができる。 

２ 利用者は，正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。 

（一部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（利用の承諾の取消し等） 

第１４条 指定管理者は，利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，利用の承諾を取り消

し，又はその利用を制限し，若しくは停止することができる。 

(1) 第７条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。 

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。 

（一部改正〔平成１７年条例２２号・令和３年９号〕） 

（原状回復の義務） 

第１５条 利用者は，その利用が終わったとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分

を受けたときは，直ちに原状に回復し，指定管理者の係員の点検を受けなければならない。 

２ 利用者が前項の義務を履行しない場合は，指定管理者がこれを代行し，これに要した費用を利

用者から徴収する。 

（一部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（損害賠償等の義務） 

第１６条 施設等を滅失し，損傷し，又は汚損した者は，これを原状に回復し，又はその損害を賠

償しなければならない。 

（一部改正〔平成１７年条例２２号〕） 

（規則への委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

（一部改正〔令和３年条例９号〕） 

附 則 



 

 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和６３年４月１日から施行する。 

（徳島市民庭球場条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は，廃止する。 

(1) 徳島市民庭球場条例（昭和３９年徳島市条例第５４号） 

(2) 徳島市民夜間運動場条例（昭和４４年徳島市条例第３８号） 

(3) 徳島市民運動広場条例（昭和４４年徳島市条例第４８号） 

(4) 徳島市陸上競技場条例（昭和５１年徳島市条例第４２号） 

(5) 徳島市体育施設管理委託条例（昭和５１年徳島市条例第４４号） 

(6) 徳島市立体育館条例（昭和５３年徳島市条例第３４号） 

(7) 徳島市田宮公園プール条例（昭和５６年徳島市条例第２７号） 

(8) 徳島市B＆G海洋センター条例（昭和６１年徳島市条例第２１号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日前に，前項の規定による廃止前の徳島市民庭球場条例，徳島市民夜間運動

場条例，徳島市民運動広場条例，徳島市陸上競技場条例，徳島市立体育館条例及び徳島市B＆G

海洋センター条例の規定によつてした体育施設の利用の申請及び利用の承諾は，この条例の相当

規定によつてした体育施設の利用の申請及び利用の承諾とみなす。 

附 則（平成元年３月２９日条例第１３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成元年４月１日から施行する。（後略） 

（徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

１８ 第２３条の規定による改正後の徳島市体育施設条例別表第２から別表第１０までの規定は，

施行日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し，施行日前の利用承諾の申請に係る当

該使用料については，なお従前の例による。 

附 則（平成３年３月２６日条例第２０号） 

この条例は，平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年１２月２４日条例第４５号） 

この条例は，平成４年１月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月２７日条例第２０号） 

この条例は，規則で定める日から施行する。 

（平成４年５月規則第３１号により，平成４．５．３１から施行） 

附 則（平成５年１０月７日条例第３３号） 

この条例は，規則で定める日から施行する。 



 

 

（平成５年１０月規則第４４号により，附則第４項を削る部分は，平成５．１１．１から

施行，平成５年１１月規則第５１号（平成５年徳島市規則第４４号により既に施行された

規定を除く。）により，平成５．１２．１から施行） 

附 則（平成６年３月３０日条例第２２号） 

この条例は，平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月２４日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成７年６月３０日条例第３０号） 

この条例は，平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２７日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成９年４月１日から施行する。 

（徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

１９ 第１９条の規定による改正後の徳島市体育施設条例の規定は，施行日以後の利用承諾の申請

に係る使用料から適用し，施行日前の利用承諾の申請に係る使用料については，なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１０年９月２８日条例第３５号） 

この条例は，規則で定める日から施行する。 

（平成１０年９月規則第４７号により，平成１０．１０．１から施行） 

附 則（平成１１年３月２９日条例第１８号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年９月３０日条例第３８号） 

この条例は，平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月２８日条例第２２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の徳島市都市公園条例，徳島市立共同作業場条例，徳島市農業共同利用

施設条例，徳島市夜間休日急病診療所条例，徳島市老人いこいの家条例，徳島市地区コミュニテ

ィセンター条例，徳島市中島田集会所条例，徳島市地域コミュニティセンター条例，旧徳島市立

動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例，徳島市商業観光施設事業条例，徳島市立木工会館

条例，徳島市文化振興施設設置条例，徳島市自転車駐車場設置条例，徳島市立青少年交流プラザ

条例，徳島市体育施設条例，徳島ガラススタジオ条例，徳島市デイサービスセンター条例，徳島



 

 

市まちづくり活動センター条例，阿波おどり会館条例，徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久

資料館条例（以下「改正後の各条例」という。）の規定による指定管理者（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）の指定及びこれに係

る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は，この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 施行日前において，この条例による改正前の徳島市都市公園条例，徳島市立共同作業場条例，

徳島市農業共同利用施設条例，徳島市夜間休日急病診療所条例，徳島市老人いこいの家条例，徳

島市地区コミュニティセンター条例，徳島市中島田集会所条例，徳島市地域コミュニティセンタ

ー条例，旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例，徳島市商業観光施設事業条

例，徳島市立木工会館条例，徳島市文化振興施設設置条例，徳島市自転車駐車場設置条例，徳島

市立青少年交流プラザ条例，徳島市体育施設条例，徳島ガラススタジオ条例，徳島市デイサービ

スセンター条例，徳島市まちづくり活動センター条例，阿波おどり会館条例，徳島市渭北福祉館

条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分，手続その他の行為であって，改正

後の各条例の規定に相当の規定があるものは，改正後の各条例の相当の規定によってなされたも

のとみなす。 

４ 施行日前において，この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例，徳島市地区コミ

ュニティセンター条例，徳島市地域コミュニティセンター条例，旧徳島市立動物園前駐車場の設

置及び管理に関する条例，徳島市商業観光施設事業条例，徳島市立木工会館条例，徳島市文化振

興施設設置条例，徳島市自転車駐車場設置条例，徳島市立青少年交流プラザ条例，徳島市体育施

設条例，徳島ガラススタジオ条例，徳島市デイサービスセンター条例，徳島市まちづくり活動セ

ンター条例，阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により，使用又は利用の承認

等を受けている者であって，施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金につ

いては，なお従前の例による。 

附 則（平成１９年３月２６日条例第１７号） 

この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２５日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の徳島市体育施設条例（以下「改正後の条例」という。）第８条第２項

に規定する利用料金の額の承認は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において



 

 

も行うことができる。 

（経過措置） 

３ 改正後の条例の規定は，施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し，施行日前の利用承

諾に係る利用料金については，なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月１８日条例第１９号） 

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年９月３０日条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の徳島市体育施設条例第２条に規定する指定管理者の指定及びこれに係

る手続その他この条例を施行するために必要な行為は，この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。 

附 則（平成３１年３月２６日条例第１１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行

する。 

（準備行為） 

２ 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は，この条例の施行前に

おいても行うことができる。 

（徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

２５ 第２０条の規定による改正後の徳島市体育施設条例別表第２から別表第７まで及び別表第１

０から別表第１２までの規定は，施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し，施行日

前の利用承諾に係る利用料金については，なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２６日条例第９号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第１条関係） 

（一部改正〔平成３年条例２０号・４５号・４年２０号・５年３３号・６年２２号・７年

１号・１０年３５号・２８年３４号〕） 

区分 名称 位置 

体育館 徳島市立体育館 徳島市徳島町城内６番地 

徳島市立スポーツセンター 徳島市川内町沖島５７１番地の２ 



 

 

徳島市B＆G海洋センター体育館 徳島市論田町中開４７番地の２ 

徳島市立体操センター 徳島市論田町中開５０番地の４ 

陸上競技場 徳島市陸上競技場 徳島市南田宮二丁目１１６番地の２ 

市民運動広場 徳島市民吉野川運動広場 徳島市上吉野町３丁目２１番地先 

徳島市民島田運動広場 徳島市不動東町島田境１３０８番地の１ 

徳島市民吉野川北岸運動広場 徳島市応神町東貞方字南川渕９９番地の３ 

徳島市民勝浦川運動広場 徳島市論田町和田開外１番地の４ 

市民庭球場 徳島市民城内庭球場 徳島市徳島町城内１番地 

徳島市徳島町城内６番地 

プール 徳島市田宮公園プール 徳島市南田宮二丁目６９番地の１ 

徳島市B＆G海洋センタープール 徳島市論田町元開１０番地の６ 

舟艇施設 徳島市B＆G海洋センター舟艇施設 徳島市大原町籠山１２番地の６ 

市民夜間運動場 徳島市民八万夜間運動場 徳島市城南町四丁目１番５２号 

徳島市民津田夜間運動場 徳島市津田西町二丁目２番１４号 

徳島市民渭北夜間運動場 徳島市中前川町３丁目１６番地 

徳島市民新町夜間運動場 徳島市東山手町２丁目２５番地 

徳島市民川内夜間運動場 徳島市川内町竹須賀１５１番地 

徳島市民不動夜間運動場 徳島市不動本町２丁目１３３番地 

徳島市民加茂夜間運動場 徳島市南田宮四丁目５番５号 

徳島市民加茂名夜間運動場 徳島市庄町５丁目１９番地 

徳島市民昭和夜間運動場 徳島市中昭和町５丁目６０番地 

徳島市民城東夜間運動場 徳島市住吉三丁目２番５号 

徳島市民富田夜間運動場 徳島市中央通３丁目１５番地 

徳島市民国府夜間運動場 徳島市国府町中４０番地 

徳島市民一宮夜間運動場 徳島市一宮町東丁２２４番地 

徳島市民佐古夜間運動場 徳島市南佐古四番町１番３２号 

徳島市民南井上夜間運動場 徳島市国府町日開１０１３番地の１ 

徳島市民北井上夜間運動場 徳島市国府町西黒田字南傍示２０５番地の

２ 

徳島市民宮井夜間運動場 徳島市多家良町小路地４７番地 

徳島市民上八万夜間運動場 徳島市上八万町樋口５２番地 

徳島市民応神夜間運動場 徳島市応神町吉成字長田１３０番地の１ 



 

 

徳島市民勝占夜間運動場 徳島市勝占町外敷地６２番地 

徳島市民加茂名第二夜間運動場 徳島市庄町１丁目７６番地の１ 

徳島市民八万南夜間運動場 徳島市八万町橋本１１１番地 

徳島市民内町夜間運動場 徳島市徳島町城内１番地の１５ 

徳島市民城西夜間運動場 徳島市南矢三町二丁目７番７７号 

徳島市民入田夜間運動場 徳島市入田町春日１８１番地の１ 

徳島市民川内南夜間運動場 徳島市川内町宮島本浦５番地の２ 

徳島市民津田第二夜間運動場 徳島市津田西町二丁目５番２７号 

徳島市民不動第二夜間運動場 徳島市不動本町２丁目１２８番地 

徳島市民渋野夜間運動場 徳島市渋野町西池３５番地の１ 

徳島市民加茂名南夜間運動場 徳島市鮎喰町２丁目１１番地の８８ 

徳島市民論田夜間運動場 徳島市論田町本浦上９番地 

徳島市民沖洲夜間運動場 徳島市南沖洲二丁目２番４号 

球技場 徳島市球技場 徳島市入田町安都真２２０番地 

射撃場 徳島市ライフル射撃場 徳島市入田町内ノ御田３４８番地の１ 

別表第２（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・７年３０号・９年７号・１７年２２号・１９年１７

号・２５年３６号・２８年１９号・３１年１１号〕） 

徳島市立体育館利用料金 

１ 競技場利用料金 

区分 利用料金の額 

午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

超過時間

１時間ま

でごとに

つき 

第

一

競

技

場 

全

部

利

用

す

る

場

アマチ

ュアス

ポーツ

に利用

する場

合 

入場料の類

を徴収しな

い場合 

円 

６，６０

０ 

円 

１１，０

００ 

円 

１７，６

００ 

円 

１５，７

００ 

円 

２４，３

８０ 

円 

２８，２

５０ 

円 

２，２０

０ 

入場料の類

を徴収する

場合 

円 

２６，２

８０ 

円 

４４，０

００ 

円 

７０，２

４０ 

円 

６３，２

７０ 

円 

９７，９

２０ 

円 

１１３，

４７０ 

円 

８，６８

０ 

アマチ 営利又は営 円 円 円 円 円 円 円 



 

 

合 ュアス

ポーツ

以外に

利用す

る場合 

業のための

宣伝を目的

とするとみ

なされない

場合 

３９，６

００ 

６６，０

００ 

１０５，

６００ 

９５，０

１０ 

１４６，

９５０ 

１７０，

１１０ 

１３，２

００ 

営利又は営

業のための

宣伝を目的

とするとみ

なされる場

合 

円 

９９，０

００ 

円 

１６５，

０００ 

円 

２６４，

０００ 

円 

２３７，

６００ 

円 

３６７，

４６０ 

円 

４２５，

３５０ 

円 

３３，０

００ 

部

分

利

用

す

る

場

合 

床面積の３分の１以

下を利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に

１００分の３３を乗じて得た額 

床面積の３分の１を

超え２分の１以下を

利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に

１００分の５０を乗じて得た額 

床面積の２分の１を

超え３分の２以下を

利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に

１００分の６６を乗じて得た額 

第

二

競

技

場 

全部利用する場合 第一競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利

用料金の額に１００分の６０を乗じて得た額 

床面積の２分の１以下

を利用する場合 

第一競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利

用料金の額に１００分の３０を乗じて得た額 

指定管理者の指定するとこ

ろにより個人が利用する場

合 

１人１時間までごとにつき１００円（午後５時から午後１０時まで

の間の利用にあっては，３００円） 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，個人が利用する場合を除き，この表

に規定する利用料金の２割増しとする。 

３ 利用者が義務教育終了までの者及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高

等学校，中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する者（以下「高校生」



 

 

という。）である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の半額とする。 

４ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

２ 会議室利用料金 

区分 午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

午後１時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

超過時間１

時間までご

とにつき 

第１会議室 １，０３０

円 

１，０３０

円 

１，０３０

円 

２，０７０

円 

２，０７０

円 

３，１１０

円 

４１０円 

第２会議室 ２，０８０

円 

２，０８０

円 

２，０８０

円 

４，１７０

円 

４，１７０

円 

６，２６０

円 

８３０円 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

３ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

３ 付属設備利用料金 

種別 利用料金の額 

ピアノ，マイクロフォン 

その他 

１件につき７，３３０円 

４ 冷暖房設備利用料金 

区分 利用料金の額 

アマチュアスポーツに利用する場合 アマチュアスポーツ以外に利用する場合 

第一競

技場 

冷房 １時間までごとにつき１１，０００円 １時間までごとにつき２２，０００円 

暖房 １時間までごとにつき１６，５５０円 １時間までごとにつき３３，０００円 

別表第３（第８条関係） 

（全部改正〔平成２５年条例３６号〕，一部改正〔平成２８年条例１９号・３１年１１

号〕） 

徳島市立スポーツセンター利用料金 

１ 競技場利用料金 

区分 利用料金の額 



 

 

午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

超過時間

１時間ま

でごとに

つき 

全部

利用

する

場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

に利用

する場

合 

入場料の

類を徴収

しない場

合 

円 

２，６１

０ 

円 

４，１８

０ 

円 

５，２９

０ 

円 

６，１７

０ 

円 

８，３５

０ 

円 

１０，０

８０ 

円 

８３０ 

入場料の

類を徴収

する場合 

円 

１０，４

７０ 

円 

１７，１

７０ 

円 

２１，５

１０ 

円 

２４，６

１０ 

円 

３３，５

７０ 

円 

４０，３

８０ 

円 

３，４５

０ 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

利用す

る場合 

営利又は

営業のた

めの宣伝

を目的と

するとみ

なされな

い場合 

円 

１５，７

００ 

円 

２５，６

６０ 

円 

３２，５

３０ 

円 

３６，８

７０ 

円 

５０，４

２０ 

円 

６０，７

００ 

円 

５，１３

０ 

営利又は

営業のた

めの宣伝

を目的と

するとみ

なされる

場合 

円 

３９，６

００ 

円 

６４，３

１０ 

円 

８１，４

２０ 

円 

９２，２

８０ 

円 

１２６，

２２０ 

円 

１５１，

８４０ 

円 

１３，２

００ 

部分

利用

する

場合 

床面積の２分の１

を利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に

１００分の５０を乗じて得た額 

指定管理者の指定すると

ころにより個人が利用す

る場合 

１人１時間までごとにつき１００円（午後５時から午後１０時まで

の間の利用にあっては，３００円） 



 

 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，個人が利用する場合を除き，この表

に規定する利用料金の２割増しとする。 

３ 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は，この表に規定する利

用料金の半額とする。 

４ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

２ 会議室利用料金 

区分 午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

超過時間１

時間までご

とにつき 

利用料金の額 １，０３

０円 

１，０３

０円 

１，０３

０円 

２，０７

０円 

２，０７

０円 

３，１１

０円 

４１０円 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

３ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

３ 付属設備利用料金 

種別 利用料金の額 

マイクロフォン，パイプ椅子，ロッカーその他 １件につき３，１３０円 

別表第４（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・９年７号・１７年２２号・２５年３６号・２８年１９

号・３１年１１号〕） 

徳島市B＆G海洋センター体育館利用料金 

１ 競技場等利用料金 

区分 利用料金の額 

午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時 午後１時 午後６時 午前９時 午後１時 午前９時 超過時間



 

 

から正午

まで 

から午後

５時まで 

から午後

１０時ま

で 

から午後

５時まで 

から午後

１０時ま

で 

から午後

１０時ま

で 

１時間ま

でごとに

つき 

競技

場 

全部

利用

する

場合 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料

の類を

徴収し

ない場

合 

円 

２，６１

０ 

円 

４，１８

０ 

円 

５，２９

０ 

円 

６，１７

０ 

円 

８，３５

０ 

円 

１０，０

８０ 

円 

８３０ 

入場料

の類を

徴収す

る場合 

円 

１０，４

７０ 

円 

１７，１

７０ 

円 

２１，５

１０ 

円 

２４，６

１０ 

円 

３３，５

７０ 

円 

４０，３

８０ 

円 

３，４５

０ 

アマチュ

アスポー

ツ以外に

利用する

場合 

営利又

は営業

のため

の宣伝

を目的

とする

とみな

されな

い場合 

円 

１５，７

００ 

円 

２５，６

６０ 

円 

３２，５

３０ 

円 

３６，８

７０ 

円 

５０，４

２０ 

円 

６０，７

００ 

円 

５，１３

０ 

営利又

は営業

のため

の宣伝

を目的

とする

とみな

される

場合 

円 

３９，６

００ 

円 

６４，３

１０ 

円 

８１，４

２０ 

円 

９２，２

８０ 

円 

１２６，

２２０ 

円 

１５１，

８４０ 

円 

１３，２

００ 

部分

利用

する

床面積の２分の１

を利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に

１００分の５０を乗じて得た額 



 

 

場合 

指定管理者の指定する

ところにより個人が利

用する場合 

１人１時間までごとにつき１００円（午後５時から午後１０時まで

の間の利用にあっては，３００円） 

武道

場 

全部利用する場合 競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料

金の額に１００分の７０を乗じて得た額 

床面積の２分の１を利

用する場合 

競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料

金の額に１００分の３５を乗じて得た額 

指定管理者の指定する

ところにより個人が利

用する場合 

１人１時間までごとにつき１００円（午後５時から午後１０時まで

の間の利用にあっては，３００円） 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，個人が利用する場合を除き，この表

に規定する利用料金の２割増しとする。 

３ 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は，この表に規定する利

用料金の半額とする。 

４ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

２ 会議室利用料金 

区分 午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

超過時間

１時間ま

でごとに

つき 

利用料金の額 １，０３

０円 

１，０３

０円 

１，０３

０円 

２，０７

０円 

２，０７

０円 

３，１１

０円 

４１０円 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

３ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 



 

 

３ 付属設備利用料金 

種別 利用料金の額 

マイクロフォン，パイプ椅子，ロッ

カーその他 

１件につき３，１３０円 

別表第４の２（第８条関係） 

（追加〔平成６年条例２２号〕，一部改正〔平成９年条例７号・１７年２２号・２５年３

６号・２８年１９号・３１年１１号〕） 

徳島市立体操センター利用料金 

区分 利用料金の額 

午前 昼間 夜間 午前昼間 昼間夜間 全日 超過料金 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

超過時間

１時間ま

でごとに

つき 

全

部

利

用

す

る

場

合 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料の

類を徴収

しない場

合 

円 

２，６１

０ 

円 

４，１８

０ 

円 

３，９７

０ 

円 

６，１７

０ 

円 

７，４３

０ 

円 

９，３１

０ 

円 

８３０ 

入場料の

類を徴収

する場合 

円 

１０，４

７０ 

円 

１７，１

７０ 

円 

１６，１

３０ 

円 

２４，６

１０ 

円 

２９，８

５０ 

円 

３７，２

８０ 

円 

３，４５

０ 

アマチュ

アスポー

ツ以外に

利用する

場合 

営利又は

営業のた

めの宣伝

を目的と

するとみ

なされな

い場合 

円 

１５，７

００ 

円 

２５，６

６０ 

円 

２４，４

００ 

円 

３６，８

７０ 

円 

４４，８

３０ 

円 

５６，０

３０ 

円 

５，１３

０ 

営利又は

営業のた

めの宣伝

を目的と

するとみ

円 

３９，６

００ 

円 

６４，３

１０ 

円 

６１，０

７０ 

円 

９２，２

８０ 

円 

１１２，

２００ 

円 

１４０，

１６０ 

円 

１３，２

００ 



 

 

なされる

場合 

部

分

利

用

す

る

場

合 

床面積の２分の１を

利用する場合 

全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に１

００分の５０を乗じて得た額 

指定管理者の指定すると

ころにより個人が利用す

る場合 

１人１時間までごとにつき１００円（午後５時から午後９時までの間

の利用にあっては，３００円） 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，個人が利用する場合を除き，この表

に規定する利用料金の２割増しとする。 

３ 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は，この表に規定する利

用料金の半額とする。 

４ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

別表第５（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・９年７号・１１年３８号・１７年２２号・２５年３６

号・２８年１９号・３１年１１号〕） 

徳島市陸上競技場利用料金 

１ 施設利用料金 

（１） 専用利用する場合 

区分 午前 午後 全日 超過料金 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

超過時間１

時間までご

とにつき 

アマチュアスポ

ーツ及びレクリ

入場料の類を徴

収しない場合 

高校生以下 ４，８１０

円 

６，１７０

円 

１１，００

０円 

１，１５０

円 



 

 

エーションに利

用する場合 

一般 １４，７６

０円 

１８，４３

０円 

３３，００

０円 

３，５５０

円 

入場料の類を徴

収する場合 

高校生以下 ９，８３０

円 

１２，２５

０円 

２２，００

０円 

２，４００

円 

一般 ２９，６３

０円 

３６，８７

０円 

６６，００

０円 

７，２２０

円 

プロスポーツに利用する場合 最高入場料の１５０人分に相当する額 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 「高校生以下」とは，義務教育終了までの者及び高校生をいう。次項及び（２）の表にお

いて同じ。 

３ 「一般」とは，高校生以下以外の者をいう。（２）の表において同じ。 

４ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

５ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

（２） 個人利用する場合 

区分 利用料金の額 

高校生以下 １回につき５０円 

一般 １回につき１００円 

２ 付属設備利用料金 

区分 利用料金の額 

テント １件につき３，１３０円 

放送設備その他 

３ 駐車場利用料金 

利用料金の額 １台１回につき３１０円 

備考 徳島市田宮公園プールの供用日以外は，無料とする。 

別表第６（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・９年７号・１７年２２号・２５年３６号・３１年１１

号〕） 

市民運動広場利用料金 

区分 利用料金の額 

営利又は営業のための宣伝を １グラウンド１時間までごとにつき７６０円（徳島市民島田運動



 

 

目的とするとみなされない場

合 

広場においてナイター設備を利用する場合は，１グラウンド１時

間までごとにつき１，１００円） 

営利又は営業のための宣伝を

目的とするとみなされる場合 

１グランド１時間までごとにつき４，２８０円 

別表第７（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・９年７号・１７年２２号・２５年３６号・３１年１１

号〕） 

市民庭球場利用料金 

利用料金の額 １コート１時間までごとにつき３１０円（夜間照明施設を併せて利用する

場合は，１コート１時間までごとにつき１，２００円） 

別表第８（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・１７年２２号・１９年１７号・２５年３６号・２８年

１９号〕） 

プール利用料金 

１ プール利用料金 

区分 単位 利用料金の額 

徳島市田宮公園プール

利用料金 

個人 一般 １人１回につき ３４０円 

児童・生徒 １６０円 

幼児 ８０円 

団体 一般 ２６０円 

児童・生徒 １２０円 

幼児 ６０円 

徳島市B＆G海洋セン

タープール利用料金 

個人 一般 １人１回につき ２３０円 

児童・生徒 １１０円 

幼児 ５０円 

団体 一般 １６０円 

児童・生徒 ８０円 

幼児 ３０円 

備考 

１ 「一般」とは，義務教育を終了した者をいう。 

２ 「児童・生徒」とは，学校教育法に規定する小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者をいう。 

３ 「幼児」とは，満３歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 



 

 

４ 「団体」とは，入場及び退場をともにする３０人以上のあらかじめ組織された団体であつ

て引率者のあるものをいう。 

５ 満３歳未満の者及び引率者（団体入場３０人までごとにつき１人）は，無料とする。 

２ 付属設備利用料金 

種別 利用料金の額 

ロッカー １ロッカー１回につき５０円 

３ 徳島市田宮公園プール駐車場利用料金 

利用料金の額 １台１回につき３１０円 

別表第９（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・１７年２２号〕） 

徳島市B＆G海洋センター舟艇施設利用料金 

区分 単位 利用料金の額 

カヌー １隻１時間までごとにつき １００円 

OPヨット １００円 

カッター ２１０円 

ダブルスカル ２１０円 

ローボート ２１０円 

１２Fヨット ２１０円 

備考 

１ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

２ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

別表第１０（第８条関係） 

（一部改正〔平成元年条例１３号・９年７号・１７年２２号・２５年３６号・３１年１１

号〕） 

市民夜間運動場利用料金 

利用料金の額 １時間までごとにつき１，１００円 

別表第１１（第８条関係） 

（追加〔平成４年条例２０号〕，一部改正〔平成９年条例７号・１７年２２号・２５年３

６号・２８年１９号・３１年１１号〕） 

徳島市球技場利用料金 

１ 競技場利用料金 



 

 

区分 午前 午後 全日 超過時間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

超過時間１

時間までご

とにつき 

第一競

技場 

アマチュア

スポーツ及

びレクリエ

ーションに

利用する場

合 

入場料の類

を徴収しな

い場合 

高校生以

下 

４，８１０

円 

６，１７０

円 

１１，００

０円 

１，１５０

円 

一般 １４，７６

０円 

１８，４３

０円 

３３，００

０円 

３，５５０

円 

入場料の類

を徴収する

場合 

高校生以

下 

９，８３０

円 

１２，２５

０円 

２２，００

０円 

２，４００

円 

一般 ２９，６３

０円 

３６，８７

０円 

６６，００

０円 

７，２２０

円 

プロスポーツに利用する場合 最高入場料の１５０人分に相当する額 

第二競

技場 

アマチュア

スポーツ及

びレクリエ

ーションに

利用する場

合 

入場料の類

を徴収しな

い場合 

高校生以

下 

３，１３０

円 

４，１８０

円 

７，３３０

円 

８３０円 

一般 ９，５３０

円 

１２，７７

０円 

２２，３０

０円 

２，５００

円 

入場料の類

を徴収する

場合 

高校生以

下 

６，３８０

円 

８，４８０

円 

１４，８７

０円 

１，６７０

円 

一般 ２０，２１

０円 

２５，５５

０円 

４５，７７

０円 

４，９１０

円 

プロスポーツに利用する場合 最高入場料の１５０人分に相当する額 

備考 

１ 電気，水道及びガスを多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 「高校生以下」とは，義務教育終了までの者及び高校生をいう。 

３ 「一般」とは，高校生以下以外の者をいう。 

４ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

５ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

２ 会議室利用料金 

区分 単位 午前 午後 全日 超過時間 

午前９時か 午後１時か 午前９時か 超過時間１時間



 

 

ら正午まで ら午後５時

まで 

ら午後５時

まで 

までごとにつき 

会議室，役員控室，審判控室

及び貴賓室 

１室 １，０３０

円 

１，０３０

円 

２，０７０

円 

４１０円 

記録放送室 ５１０円 ６２０円 １，０３０

円 

２００円 

備考 

１ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

２ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 

３ 付属設備利用料金 

区分 利用料金の額 

温水シャワー及び風呂 １件につき２，１１０円 

放送設備，テントその他 

別表第１２（第８条関係） 

（追加〔平成５年条例３３号〕，一部改正〔平成９年条例７号・１７年２２号・２５年３

６号・２８年１９号・３１年１１号〕） 

徳島市ライフル射撃場利用料金 

区分 単位 利用料金の額 

スモールボア・ライ

フル射撃場 

個人利用 １人１時間までごとにつき ３００円 

専用利用 １時間までごとにつき ３，１８０円 

エア・ライフル射撃

場 

個人利用 一般 １人１時間までごとにつき ３００円 

高校生以下 １５０円 

専用利用 １時間までごとにつき ３，１８０円 

備考 

１ 電気，水道を多量に消費する場合は，別に実費を徴収する。 

２ 「高校生以下」とは，義務教育終了までの者及び高校生をいう。 

３ 「一般」とは，高校生以下以外の者をいう。 

４ 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は，この表に規定する利用料金の２割増

しとする。 

５ 算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数があるときは，これを１０円に切り上げ

る。 


